
Ⅴ みどりとまちが調和した
安全・安心のまち
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消防力の整備強化
（担当：総務部 総務課 課長：新垣 圭一）

○消防力の整備強化 ４億３，９９６万円

東部消防組合は、昭和５１年４月に与那原町、佐敷村、南風原村の１町２村で発足しました。そ

の後、昭和５２年３月には西原村が加入し、現在では南風原町、与那原町、西原町の３町で分担

金を出し合い運営しています。

主な経費

東部消防組合負担金 ４億３，９９６万円

東部消防組合について教えて！

令和元年度の東部消防組合の予算額は、収入・支出ともに１２億４，２９８万円です。収入は３町

がそれぞれ支出した負担金と国庫補助金などで構成され、収入の９５％、金額にして１１億７，９４２

万円は３町からの負担金となっています。負担金の負担割合は、南風原町３７．３％、与那原町２

１．２％、西原町４１．５％となっています。

また支出の約７０％が東部消防組合の人件費に充てら

れています。その他の主な経費は、消防車や救急車、機器

類の保守点検料等となっています。

東部消防組合は、３町民の生命と財産を災害（火事や交

通事故）などから守り、より安全で、安心して住めるまちづく

りを進めています。また、３町で一つの東部消防組合消防

団を設置し、団員５６名で各種災害に備えています。

▲出初め式

安全・安心に暮らせるまちづくり
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防災体制強化事業
（担当：総務部 総務課 課長：新垣 圭一）

○防災体制強化事業 ５１０万円

１．沖縄県防災情報システム市町村負担金 １０万円

沖縄県と県内市町村・消防を結び、気象情報の伝達と、災害情報の収集・共有を行うシステ

ムです。ＦＡＸ受信のように遅れがなく注意報・警報や地震・津波情報を敏速に受信し、それらの

情報を最大限に利用して防災体制を強化します。

２．沖縄県総合行政情報通信ネットワーク市町村負担金 ２６万円

沖縄県と県内市町村とを専用のケーブル線で結び、お互いの仕事の効率化と災害に強いネ

ットワークの構築を目指します。対象となるコンピュータネットワークシステムは住基ネット、介護

ネット、国保ネット、ＬＧＷＡＮ、防災情報などです。

３．ハザードマップ修正委託料 ６５万円

南風原町内の避難場所、避難経路、各警戒区域等を記載したハザードマップの修正を行い、

災害発生時における被害軽減及び防災体制の強化を図ります。

４．防災に係る経費など ４０９万円

大規模な災害が起こった時の事を想定して、避難場所や食糧確保、医療機関との連携など、

総合的な計画を整備しなければなりません。大規模地震などによる各種災害の発生を想定し、

各防災関係機関相互の機密な連携、協力の下に実践的な防災訓練を行います。訓練では、迅

速で的確な応急活動を実施するとともに、町民に広く、防災思想の普及・啓発を図ることを目的

としています。

また、平成２４年度から災害時用備蓄品の整備を進めており、災害に備えた防災体制の強化

を図っております。

▲ H30に整備した備蓄品
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不発弾処理促進事業
（担当：総務部 総務課 課長：新垣 圭一）

○不発弾処理促進事業 ３８５万円

南風原町では、戦後７０年経過した現在でも多くの不発弾が発見されており、平成３０年度に

は、４件（４発）の不発弾現地処理があり防護壁を使用しての処理を行いました。この防護壁を使用

する事により、処理時の避難半径を半減させ（例：５インチ艦砲弾の場合、２３０ｍ→８８ｍ）、安全で

迅速な処理を行うことができます。なお、１回の防護壁の構築・撤去等で約９０万円の経費が掛かり

ます。

主な経費

防護壁設置費等 ３８５万円

南風原町内の不発弾発見届出数及び現地処理件数

発見届出件数 内現地処理件数

平成２５年 ５０ ２

▲強固な不発弾処理用防護壁

平成２６年 ４３ １０ (ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)

平成２７年 ４５ ５

平成２８年 ３４ ４

平成２９年 ３５ ２

平成３０年 ４２ ４

※発見届出件数には、機関銃・小銃の銃弾等も含まれています。 ▲南風原町宮平地内で発見された不発弾

（５インチ艦砲弾）
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災害時等避難施設改修事業
（担当：総務部 総務課 課長：新垣 圭一）

○災害時等避難施設改修事業 １２５万円

災害はいつどこで発生するかわからないため、災害時に対応できる体制を整える必要がありま

す。町内の避難所として指定している自治会集会所等を安全・安心して利用できるように老朽化し

た施設の改修等を行う必要があります。それら災害時の避難所となる自治会集会所等の修繕等に

対し補助を行ないます。

主な経費

施設改修事業補助金 １２５万円
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津嘉山公園整備事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：宮城 良武）

○津嘉山公園整備事業 ７，４０２万円

津嘉山公園は、国道５０７号バイパス沿道の商業施設予定区域に隣接しており、イベントの開催

可能な多目的広場や斜面地を利用したパークゴルフ場を整備する。土地区画整理事業による良

好な市街地と併行して都市公園を整備することにより、住民の憩い及びレクリエ－ションの場を確

保し良好な都市環境・機能を確保する。

令和元年度は、駐車場及び園路整備、東屋設置を行う。

事業費 ７，４０２万円

事業費の内訳

【収入】

国庫補助対象事業費 ７，４０２万円

国の補助（１／２） ３，７００万円

町債（町の借金) ３，３３０万円

一般財源 ３７２万円

【支出】

事業費の内訳（支出）

公園整備工事費 ７，３５１万円

調査設計委託費 ５１万円

▲公園の整備状況

津嘉山公園完成予想図

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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都市公園管理事業
（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城 政光）

（担当：経済建設部 都市整備課 課長：宮城 良武）

○都市公園管理事業 ９１８万円

黄金森公園、本部公園、宮城公園、神里ふれあい公園、花・水・緑の大回廊公園等を町民が快

適に利用出来るように、各公園施設の維持管理に使われる予算です。

主な経費

１．需用費（消耗品費・修繕料など） ３９１万円

・ 各公園のトイレットペーパー、草刈の際の機械燃料代、照明の電気料や水道料金、各

公園の遊具や施設の修繕費などの経費です。

▲本部公園施設修繕状況

２．委託費 ３７９万円

・各公園のゴミ収集、トイレなどの汚水処理、夜間の警備を専門の業者に委託します。

３．その他の経費 １４８万円

・ 各公園の施設の維持を行うための人夫賃・重機使用料や原材料の購入等に係る費用

となっています。

▲ 黄金森公園野球場倉庫修繕作業前後の状況

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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下水道事業（下水道事業特別会計）
（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：桃原 正善）

○下水道事業（下水道事業特別会計） ６億８，８３９万円

下水道は、国の補助を受けて整備を行ない、川や海の公共用水域を保全し、

地球の自然環境も含め、町民の皆さんの生活環境を良くするための公共財産で

す。南風原町で行っている下水道整備事業は、整備区域の拡充を図り下水道

に接続された皆さまの家庭や、事業所等から排出されるさまざまな汚水（水洗ト

イレ、台所、浴室、洗濯水など）を、まとめて最終処理場（那覇浄化センター）で

浄化処理し、きれいな水にしてから海に放流する（一部再利用）未普及解消下

水道事業（汚水）と、雨水を速やかに排除し、浸水を防除する浸水対策下水道

事業（雨水）があります。 ↓

なお、下水道事業特別会計のなかの汚水処理費は、下水道使用料で運営す

ることとなっており、使用者から下水道料金を徴収しています。

１．下水道（国庫補助関連）事業費 ２億７，３９１万円

未普及解消下水道事業（汚水）、浸水対策下水道事業（雨水）の２事業で

内訳は次のとおりです。

総事業費 国・県補助金 町債(町の借金) 町単費

２億７，３９１万円 １億６，４１７万円 １億８８０万円 ９４万円

【 令和元年度の事業内容 】

①汚水処理整備を進める、未普及解消下水道事業として ・・・ ７，２４８万円

主に津嘉山土地区画整理区域内の整備を行います。また、宮平及び山川地内でも汚水管

布設工事を行う予定です。

工事期間：令和元年５月～令和２年３月

②事業の効果を促進するため、浄化槽から下水道へ接続する方への補助金・・・1４０万円

③雨水を速やかに排除し町民のみなさんの生命・財産等を浸水から守る、浸水対策下水道

事業として・・・２億３万円

工事期間：令和元年５月～令和２年３月

下水道の整備で
↓

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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快適で文化的に暮らせるまちづくり
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２．下水道維持管理事業 ７５５万円

①下水道維持管理補修工事 ３００万円

下水道施設の破損、周辺道路の陥没等に伴う補修工事及び国・県道等の改築に伴う下水

道施設占用物件の移設に要する費用、また供用開始区域内で新規の桝設置に係る費用

です。

②下水道台帳整備委託料 １００万円

下水道法で義務づけされている下水道台帳等の整備に係る費用です。

③水質、水量及び管内調査、清掃委託料等 ３５５万円

流域下水道との接続地点での水質、水量調査や除害施設設置者（飲食店な

ど油を取り除くための施設を設けている）から排出される汚水の水質調査並び

に下水道管の詰まり等の清掃やテレビカメラ等により、管内を確認をするため

の調査費用等です。

３．下水道普及運営事業 １７３万円

下水道へ接続する家庭や事業所が増えるよう普及促進を図り、下水道特別会計を効果的・効

率的に運営していくために係る費用です。

①水洗便所改造等貸付金 ３０万円

下水道が整備されると、その地域の町民のみなさんは、自宅から下水道管へ接続する義務

があります。その接続の費用は個人負担となっております。下水道管へ接続する為に係る

費用を町が無利子で貸付をし、水洗化の向上を図っております。

但し、貸付ける限度額は、３０万円（アパート等は８０万円）となっております。

②修正設計委託料等 ９３万円

今年度、下水道工事箇所の修正設計委託料です。

③他負担金等 ５０万円

下水道体験学習に係る経費や、沖縄県下水道協会等への

負担金を支払っています。

４．流域関連事業 １億５，８７３万円

流域下水道は、複数の市町（那覇市、浦添市、豊見城市、南風原

町）で一つの処理場（那覇浄化センター）を持ち、県が管理し運営する

下水道のことです。こ の処理場で汚水をきれいな水にするための維持管理費や処理場の老

朽化に伴う施設の改築 等費用は、構成する４つの市町で、汚水量の割合によって負担しあっ

ています。

経費の内訳 流域下水道維持管理負担金 １億１，９７９万円

流域下水道建設負担金 ３，８９４万円

※流域下水道維持管理負担金は、本町の汚水を処理場（那覇浄化センター）できれいな水

に処理するための負担金で、財源は、下水道使用料金から充当しています。

※流域下水道建設負担金は、老朽化した下水道管及び処理場の施設の改築にかかる事業費

の一部を４つの市町で汚水量の割合によって負担する費用です。
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下水道体験学習を開催しています！

区画下水道課では、児童生徒の夏休み期間中に、小学生を対象に「下水道体験学習」を

開催しています。

子ども達に、下水道の役割や水の循環について学んでもらい、水の大切さや水環境の大

切さについて理解してもらうために行っています。水質実験や町内のマンホールの中をのぞ

いたり、神里地区汚水処理場の見学、清流体験などを行っています。

親子でお気軽にご参加下さい。

(南風原中央公民館) 【下水道体験学習のようす】 (津嘉山地内)

水をきれいにする実験をしました。 普段は見ることの出来ない、マンホールの中を見てます。

５．公債費、他 ２億４，６４７万円

事業の実施にともなう借入金の返済に充てる、元利償還金や南部水道企業団への使用料徴

収委託料、職員給与費、予備費等の費用です。

下水道特別会計繰出金
（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：桃原 正善）

○下水道特別会計繰出金 １億５，９４４万円

下水道事業特別会計は、公費で賄うことが認められている経費以外は

基本的に、下水道の使用者の方が納める下水道使用料で運営することに

なっております。しかし、まだ整備の途中であり、利用人口が５８％(H３０年

３月末接続人口／行政人口）のため、その方々だけで負担をすると、高額

な使用料となってしまいます。それを抑えるため一般会計から下水道事業

特別会計へ支出しています。

下水道事業特別会計繰出金 １億５，９４４万円

南風原町の下水道マンホール蓋↑

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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農業集落排水事業（農業集落排水事業特別会計）
（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：桃原 正善）

○農業集落排水事業（農業集落排水事業特別会計） ２，２８５万円

近年、農業集落地域は、生活形態の多様化により家庭などから排出されるトイレ水、生活雑排

水（台所、洗濯など）等が原因で、排水路等が悪臭を放ち、また河川の水質悪化が懸念されていま

す。農業集落排水の整備は、排水路や川などの公共水域の水質保全が保たれ、きれいな農業用

水を確保し、集落地域の環境改善を行っています。

南風原町では、神里地区と宮城地区に農業集落排水が整備されています（但し、平成２５年度

より宮城地区は公共下水道事業に移管されました）。農業集落排水事業特別会計も下水道事業

特別会計と同じように、使用している方が納める使用料で運営することとなっており、使用者から下

水道料金を徴収しています。

１．神里地区農業集落排水事業 １，６９４万円

神里地区は、農業集落排水（下水道）を平成１４年度から供用開始しています。各家庭から排

出される汚水等は、下水道管を通り汚水処理施設に運ばれ処理されております。高度処理され

た水は農業用水に再利用し、また水分を取り除いた汚泥は、東部清掃施設組合が運営する汚

泥再生処理センターへ搬出し、ごみ焼却施設の助燃剤として再利用しております。

①神里地区農業集落排水普及運営事業 ８７万円

神里地区の下水道使用料の徴収を南部水道企業団に委託するための費用や、各世帯が

下水道本管等へ接続する際にかかる工事費の一部を無利子で貸し付けするための費用を計

上しています。

②神里地区汚水処理施設維持管理事業 １，００７万円

汚水処理施設の機械を安全に運転していくための管理

費や汚水処理施設内の修繕費、汚水処理施設から排出され

る汚泥を搬送する委託費用などです。

神里地区農業集落排水処理施設▲

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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③神里地区集落排水維持管理事業 １００万円

神里地区内の下水道管の調査や清掃委託費用

及び管路布設等工事費用などです。

④神里地区汚水処理施設機能強化対策事業 ５００万円

農業集落排水（下水道）は供用開始から約１４年が経過

しており、汚水処理施設や中継マンホールポンプ場にお

ける機械の老朽化が見られることから、機械の機能診断委

託費用や最適整備構想を策定するための委託費用を計上しています。

２．公債費など ５９１万円

農業集落排水事業を行うために借りた借金の返済金（元金・利子）です。

内訳 ・元金償還金 約４５６万円 ・利子償還金 約１０５万円 ・その他 ３０万円

３．農業集落排水事業特別会計繰出金 １，４４０万円

農業集落排水の運営に要する経費は、公共下水道と同じく利用者の皆様からの使用料で賄うこ

とになっております。しかし、現在の使用料だけでは運営ができないため、一般会計から農業集落

排水事業特別会計に繰出しています。

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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道路維持事業
（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城 政光）

○道路維持費事業 １，００１万円

老朽化した道路における舗装、側溝等の補修をはじめ、雑草の除草を行い、快適な交通確保を

図ります。

（主な事業内容） （事業費内訳）

① 道路面の清掃及び舗装の補修 人夫賃 ２２７万円

② 道路側溝、排水の清掃及び補修 草木等の処理 ５０万円

③ 街路樹の伐採、せん定 重機等使用料 ２００万円

④ 台風や水害後の道路及び排水等の清掃 原材料費 １７０万円

⑤ 需要費 維持工事費 ２５０万円

⑥ その他 消耗品費等 １０４万円

▲破損した排水溝の補修作業状況 ▲道路の補修作業状況

都市計画振興事業
（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城 政光）

○南風原町都市計画マスタープラン策定業務 ５５０万円

都市計画マスタープランとは、今後１０年の南風原町の都市計画の指針

となる計画です。

現在の都市計画マスタープランは、平成１６年に策定され１４年が経過し

ています。今回は第五次総合計画との整合を図る事や社会情勢の変化に

応じた改定を行います。

令和元年度は課題の整理を行った後、計画目標、全体構想、地域別構

想の素案を策定します。

【南風原町第五次総合計画 土地利用構想図】

利便性のよい魅力あるまちづくり
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利便性のよい魅力あるまちづくり

（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城 政光）

○市街化区域編入に係る調査検討業務（南インターチェンジ（照屋地区）） ４５０万円

【目 的】

南風原南インターチェンジ周辺は、第５次総合計画において新規産業集積ゾーンとして位置づ

けられ、「交通利便性の良い那覇空港自動車道南風原南IC周辺に新規産業等の集積を促し、新

たな産業の誘致や町内の産業移転用地として活用できるよう検討を行う」と謳われています。

今年度は、昨年度の基礎調査をもとに南風原南インターチェンジ（照屋地区）において、市街化

区域編入に向けた関係機関との調整・協議、関係地権者との意見交換会等を開催し、新たな産業

誘致が早期実現出来るよう取り組んでまいります。

※あくまで現時点でのイメージ図です。 は照屋地区計画調査区域

ファーマーズ

那覇空港自動車道

津嘉山小学校

県道128号

照屋地区

津嘉山地区
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町道１０号線道路改良事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：宮城 良武）

○町道１０号線道路改良事業 １億２，３５５万円

この道路は、県道南風原与那原線を起点とし、那覇市境界までを終点とする１級町道です。近

郊には健康増進施設の「環境の杜ふれあい」や那覇・南風原クリーンセンター、県立開邦高校があ

り、また当町道と那覇市道鳥堀１２号線が整備連結したことにより、南部地域から那覇市への通勤

通学路として利用されている重要な路線となっています。しかしながら、道路の起点から中間地点

までが地すべり危険区域に位置し、地形的に急勾配になっているため集落箇所において、地すべ

りが生じ路面中央部付近まで沈下が起きて危険な状態にあります。又、歩道もなく道幅が狭い箇

所もあることから、接触事故等も多発し、地域住民の交通安全確保が厳しい状況となっています。

本路線を整備することにより歩行者の安全と通勤通学、各施設等への交通の利便性が確保さ

れ、地域の生活環境も改善が図られます。

本年度は本用地買収・物件補償及び磁気探査委託業務、一部道路改良工事を実施します。

【全体事業概要】 【令和元年度の事業費内訳】

総事業費：１７億７，３００万円 事業費 １億２，３５５万円

事業年度：平成２４年度～令和７年度 《収入》

改良工事：距離＝８４１ｍ 国の補助（８０％） ９，６９６万円

工事区間：県道南風原与那原線と那覇市 町債(町の借金) ２，２５０万円

道鳥堀１２号線とを結ぶ区間 一般財源 ４０９万円

《支出》

・用地費 １，０５１万円 ・補償費 ６，８５１万円

・工事費 ３，４７１万円 ・委託費 ９４９万円

・その他 ３３万円

那覇市 西原町

北丘小学校

映画館

大型商業設
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開邦高校
那覇・南風原

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

市道鳥堀12号線

「環境の杜」ふれあい
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町道７３号線道路改良事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：宮城 良武）

○町道７３号線道路改良事業 ３，８６２万円

この道路は、県道１２８号線を起点とし国道５０７号津嘉山バイパスとも連結し、津嘉山

集落の町道１８号線を終点とする道路です。起点から中間部までは整備済みですが、中間

部から終点部における現況は、幅員も狭く車輌の通過時においても危険な状態の道路であ

ります。しかし、近郊に整備される地域農業の活性化を図る農産物直売所ＪＡファーマー

ズ建設に伴い、本道路の利用者の増加が予想されます。本路線を整備することにより主要

幹線道路への通過交通の安全を確保し、既存集落内への交通の利便性を図り地域の環境改

善も図られることから、地域振興に寄与します。

本年度は磁気探査委託業務、一部道路改良工事を実施します。

【全体事業概要】 【令和元年度の事業費内訳】

総事業費：１億５，０００万円 事業費 ３，８６２万円

事業年度：平成２７年度～令和３年度 《収入》

改良工事：距離＝２９０ｍ 国の補助（８０％） ３，０６４万円

工事区間：町道１８号線を始点とする路線 町債(町の借金) ６８０万円

一般財源 １１８万円

《支出》

・委託費 １３１万円 ・工事費 ３，７３１万円
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津嘉山中央線街路事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：宮城 良武）

○津嘉山中央線街路事業 ９，２１１万円

当路線は、国道５０７号付近の既成市街地と津嘉山北区画整理区域、県営南風原第二団地、国

道３２９号を結ぶ主要な補助幹線道路です。周辺には、津嘉山小学校、南風原高校、高津嘉山公

園などの公共施設があり、通勤通学及び公共施設等のアクセス道路として利用される重要な路線

です。しかしながら、本路線には歩道が無く、通勤通学の歩行者や車両の通行が大変危険な状態

である事や、整備中の区画整理区域内道路の完成により多数の車両の流入が予想される状況で

す。そのため、本路線を整備することにより区画整理区域と一体となった道路を整備し、新たな地

域拠点の創出をするとともに地域間の交流・活力ある地域づくりの形成を図るものであります。

本年度は、用地買収・物件補償及び一部道路改良工事を行います。

箇 所 名 ： 南風原町字津嘉山

全 体 計 画 ： 延長Ｌ＝２５０ｍ 幅員Ｗ＝１２ｍ（工事前の状況Ｗ＝４ｍ）

全体事業費 ： １０億５，４００万円（国費８億４，３２０万円）

事 業 期 間 ： 平成２５年度～令和３年度

【 令和元年度事業費９，２１１万円の内訳 】

《収入》 国庫補助金：７，３０２万円、（町の借金）：１，７００万円、一般財源：２０９万円

《支出》 用地費：２，２８１万円 補償費：５，２７１万円 工事費：１，５７９万円

その他：８０万円
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津嘉山北土地画整理事業（土地区画整理事業特別会計）
（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：桃原 正善）

○津嘉山北土地区画整理事業（土地区画整理事業特別会計） ５億４，４４８万円

津嘉山北土地区画整理事業は、平成２年頃から地域住民や土地所有者の皆様と共に、まち

づくり（案）などについて議論と検討を重ねながら作成され、事業計画が平成５年に国から認可

をうけ、同年から事業が始まりました。この事業は国の補助を受けて行っています。

【土地区画整理事業の概要】

◆土地区画整理事業とは、都市基盤が未整備な市街地や市街化の予想される地区を健全な市街

地にするために、道路・公園・河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利

用の増進を図る事業です。

◇土地区画整理事業の仕組み◇

◆地区内の土地所有者等が、土地を少しずつ提供（減歩）し、道路・公園などの公共用地や保留

地に充てます。各個人の土地は、地形や形状が改善されて再配置（換地）されます。この結果、

図の様に道路・公園等の公共施設が整備されます。また、個人の土地は区画が整理されるとと

もに、無接道の土地も接道することとなり、土地活用が図りやすくなります。

※保留地とは、売却することで事業費を得るための土地のことです。

※地権者の宅地の面積は土地区画整理事業後に減少しますが、道路や公園などの公共施

設の整備や、宅地の整地によって利用価値が上がります。

◇事業の特徴及び効果◇

・事業区域内の道路、水路、公園等土地の区画が整えられ生活環境が改善されます。

・上・下水道など、生活に必要な施設が総合的に整備され、衛生環境の向上が図られま

す。

・土地の所有者などが公平に土地等を負担し、また利益も公平に受けられます。

・区画整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年培われてきた地域のｺﾐｭﾆﾃｨが 生

かされます。

・子どもの遊び場や住民の憩いの場である公園が確保されます。
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津嘉山北土地区画整理事業の概要

●事業の名称

那覇広域都市計画事業

津嘉山北土地区画整理事業

●都市計画決定

平成５年１０月２６日

●事業計画の認可

平成６年３月２５日

●仮換地指定(100%)

平成１１年５月２０日

●施行者の名称

南風原町

●施行地区の面積

７１．４ｈａ（町全体の約７％）

●施行期間

平成５年度～令和５年度

●総事業費

約２９６億円

●平成３０年度までの事業進捗

事業費＝約２３５億円

進捗率＝約７９％（総事業費ベース）

●令和元年度の主な事業内容

１．道路築造工事及び造成工事

２．道路築造工事のための建物等の移転補償
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令和元年度工事予定箇所

写真番号：① 写真番号：②

写真番号：③ 写真番号：④
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津嘉山北土地区画整理事業費内訳

令和元年度事業費 ５億４，４４８万円

○土地区画整理事業繰出金 ２億４，６２１万円

津嘉山地区土地区画整理事業をスムーズに行うため、一般会計から土地区画整理事業特別会

計に繰出しています。

主な経費

土地区画整理事業繰出金 ２億４，６２１万円

県補助金

166,949千円, 31%

町債

19,200千円, 3%

町負担金等

358,329千円, 66%

保留地処分金

0千円, 0%

収 入

工事請負費

198,651千円, 36%

建物等移転補償費

75,127千円, 14%調査設計費

22,790千円, 4%

事務費･公債費等

247,910千円, 46%

基金積立金

千円, 0%

支 出


